
法人設立手続のワンストップサービス
が可能となり、起業・開業を促進

公証役場以外の起業のためのワンス

トップセンターで、公証人が定款認証業
務を行うことができる

公証人は公証役場で職務執行する
ことが原則

公証人の公証役場外における定款認証
（特区法第12条の２）
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公証役場外に公証人が常駐し、法人設立に
係る定款認証業務を実施
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